
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『この補助金は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています』  

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

■補助対象者  県内に主たる事務所を有する中小企業者・小規模事業者 （過去の採択者もOK） 
 
※中小企業、小規模事業者の区分については、お問合せいただくか、公募要領をご覧ください 

   
■補助対象事業  売上・利益増加により持続的な賃上げにつながる「稼ぐ力」の強化に向けた 

事業規模拡大・事業転換などに取り組む事業 

＜例＞ ・新商品の開発や新事業の展開等により、売り上げ増加を図る。  
・原材料の生産を内製化し、外注費削減により利益増加を図る。 

   

■補助額・補助率  事業者規模 申請区分 補助上限額 補助率 

小規模事業者 

一般枠 1５0 万円 1／２ 

働いてもらい方改革枠 ３０0 万円 2／３※ 

中小企業者 働いてもらい方改革枠 ５０0 万円 1／２ 

 
※ うち「新たな働く環境づくり」に要する経費は 10/10（上限 100万円） 

   
■その他  加点項目があります 

・小規模事業者への加点 

・R5～R7度において当該補助金に採択実績のない新規小規模事業者への加点 

・ＢＣＰの策定又は事業継続力強化計画の認定加点    など 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

大野町商工会では、専門家の先生による、個別相談会を実施しています。 

お問合せは、大野町商工会まで（ＴＥＬ：0585-３２－０６６７） 
 

 
中小･小規模事業者 

パワーアップ応援補助金 

小規模事業者持続化補助金

 コスト高や慢性的な人手不足、価格転嫁の停滞など、厳しい経営環境が続いている状況を受け、県は商工

団体と一体となり、事業規模拡大や業態転換等の意欲的な取組みを支援します。稼ぐ力を強化することで持

続的な賃上げを実現するとともに、地域経済への影響が大きい中小企業者も対象に加え、「働いてもらい方

改革」を推進。生産性の向上を図ることで、喫緊の課題である人手不足の解消に寄与します。 

＜スケジュール＞ 

■募集期間  4月 7日（火）～５月１５日（金）17：00 

■交付決定  6月下旬～7月上旬（予定） 

■実施期間  交付決定日～令和 9年 1月 8日

（金） 

＜補助対象経費の例＞ 

●機械装置費等（機械など）） 

●広報費（チラシ作成など） 

●展示会出展費 

●開発費（パッケージの開発など） 

●外注費（店舗改装など） 

●WEB関連費（ネット広告など） 

●職場環境整備費（パソコン、エアコンなど） 

R8 

※現時点の内容であるため、変更が生じる場合がございます。詳しい内容は、公募要領をご覧ください。 

 


